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１ 

○ 平成 25年９月 18日に、リニア中央新幹線（東京都・名古屋市間）の事業

者であるＪＲ東海から、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）が

知事へ送付されました。 

○ これを受け、知事は専門的見地から意見を聴くため、10月 28日に神奈川

県環境影響評価審査会（以下「審査会」という。）へ諮問し、現在、審査会

において審査が行われているところです。 

○ また、11月 25日には、準備書意見・見解書が事業者から知事へ送付され

ましたが、この図書は、環境影響評価法（以下「法」という。）の規定に基

づき、11月５日までに事業者に寄せられた準備書に対する住民意見の概要及

び当該意見についての事業者の見解を記載したものです。 

○ 今後、知事は、法の規定に基づき、平成 26年３月 25日まで（準備書意

見・見解書の送付後 120日以内）に、住民意見及び関係市町長の意見を十分

に考慮するとともに、審査会の答申を踏まえ、ＪＲ東海に対し、環境保全上

の見地から意見を述べることになります。 

○ 県としては、今後、知事意見の形成に向け、審査会の審査が円滑に進めら

れるよう努めます。 

 

 

 

 

２ 

○ 環境影響評価方法書に対する知事意見では、「準備書に対する知事意見に

おいて、追加すべき調査内容や検討事項について指摘された場合は、速やか

に対応すること。」を求めています。 

 

○ 現在、審査会において知事の諮問に基づき準備書の審査を行っており、今

後、知事は、審査会からの答申、住民意見、関係市町長の意見を踏まえ、事

業者に準備書に対する環境保全上の見地からの意見を述べることになります。 
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３ 

○ 神奈川県駅への停車本数について、ＪＲ東海は、開業時期の経済情勢や他

の輸送機関の動向、駅周辺の開発状況や利用者の見込み等を踏まえて、開業

が近づいた時点で決定するとしています。 

○ リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会では、神奈川県駅への停車

本数について、ターミナル駅と同等の停車本数を確保するよう要請している

ところです。 

○ リニア中央新幹線の建設は、県内の経済の活性化、交通ネットワークの充

実に資することから、県期成同盟会は、リニア中央新幹線の早期建設等を目

指して、今後も、国や事業者への要望活動、広報活動など、建設促進に向け

た取組みを行っていきます。 

 

 

 

 

 

４（環境計画課、交通企画課作成（交通企画課長調整済）） 

○ 環境アセスメントは、他の事業の影響も現地調査や既存資料調査により把

握されている場合には、これらを含めて調査、予測、評価を行い、必要な環

境保全対策が講じられることになります。 

○ なお、リニア中央新幹線の工事実施計画の認可は、全国新幹線鉄道整備法

に基づき国土交通大臣が行なうこととなります。 
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５ 

○ 公聴会は、神奈川県環境影響評価条例の規定に基づき、知事が事業者に対

し、環境保全の見地から意見を述べるに当たり、関係地域内の住民を対象と

して開催することになっています。 

○ 公聴会は、県が定めた公聴会開催要領の規定に基づき、平成 25年１月 12

日に川崎市内、翌 13日に相模原市内において、２回の開催を予定していま

す。 

○ なお、公聴会の主宰者は、神奈川県環境影響評価条例施行規則の規定に基

づき、知事の指名により、環境影響審査担当課長が務める予定です。 

 

 

申入 

回答 


